
                         

 

 
 

    

本
年
四
月
か
ら
前
・
埼
玉
県
障
害
者
雇

用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
、
埼
玉
県
障
害

者
職
場
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
を
統
合
し

「
埼
玉
県
障
害
者
雇
用
総
合
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
」
に
な
り
ま
し
た
。
当
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
で
は
、
障
害
者
の
雇
用
開
拓

か
ら
企
業
支
援
、
定
着
支
援
ま
で
一
連
の

支
援
を
行
い
ま
す
。 

企
業
支
援
業
務
で
は
、
十
一
年
間
の
実

績
を
踏
ま
え
て
、
企
業
を
個
別
に
訪
問
し

、
雇
用
上
の
配
慮
事
項
、
作
業
環
境
や
障

害
者
に
合
っ
た
作
業
手
順
の
改
善
な
ど
、

障
害
者
を
円
滑
に
雇
用
で
き
る
よ
う
専

門
的
な
助
言
と
提
案
を
行
い
ま
す
。
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
三
本
柱
に
、
埼

玉
県
独
自
の
組
織
と
社
会
資
源
を
有
機

的
に
連
携
す
る
こ
と
で
企
業
支
援
を
よ

り
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

  
 

 
 

 
 

こ
の
四
月
か
ら
は
、
精
神
障
害
者
を
法

定
雇
用
率
の
算
定
基
礎
に
加
え
雇
用
率

が
二
．
二
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
加

え
て
、
精
神
障
害
者
短
時
間
労
働
者
へ
の

特
例
措
置
も
施
行
さ
れ
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
法
改
正
の
動
向
を
踏
ま
え
、

障
害
者
雇
用
に
悩
み
や
不
安
を
抱
え
て

い
る
中
小
企
業
へ
の
支
援
を
中
心
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
特
に
「
精
神
障
害
者

雇
用
促
進
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
精
神
障

害
者
雇
用
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
精
神
保
健

福
祉
士
に
よ
る
チ
ー
ム
支
援
を
３
チ
ー

ム
か
ら
４
チ
ー
ム
へ
と
強
化
し
、
精
神
障

害
者
雇
用
の
理
解
促
進
と
受
け
入
れ
環

境
の
整
備
、
就
労
の
定
着
な
ど
組
織
的
に

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、「
短
期
雇

用
体
験
」
を
通
し
て
、
障
害
者
雇
用
の
経

験
が
な
い
企
業
に
対
し
て
、
障
害
者
へ
の

理
解
と
雇
用
へ
の
き
っ
か
け
づ
く
り
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

最
後
に
企
業
支
援
業
務
ス
タ
ッ
フ
一

同
は
、
引
き
続
き
企
業
様
の
障
害
者
雇
用

に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
雇
用
・
定
着

が
さ
ら
に
進
む
よ
う
に
、
企
業
支
援
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
関
係
機
関
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
四
月
よ
り
岡
濱
が
、
当
セ
ン
タ
ー
の

企
業
支
援
業
務
の
責
任
者
に
就
任
い
た

し
ま
し
た
。） 

    

新
し
い
ス
タ
ッ
フ
も
加
わ
り
、
今
年
度

も
障
害
者
雇
用
の
促
進
と
定
着
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 
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強
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企
業
支
援
部
門
ス
タ
ッ
フ 

新
年
度
の
ご
挨
拶 

 
 

 

企業支援アドバイザー、事務スタッフ 



民間企業の 

法定雇用障害者数 ＝  

       

精
神
障
害
者
の
雇
用
が
進
む
中
、
雇

用
の
拡
大
と
と
も
に
「
定
着
」
を
図
る

こ
と
が
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
い
ま

す
。
採
用
前
、
採
用
後
の
企
業
内
研
修

等
の
ご
相
談
に
応
じ
、
精
神
障
害
者
の

雇
用
に
関
す
る
様
々
な
支
援
を
関
係

機
関
と
連
携
し
て
実
施
し
て
ま
い
り

ま
す
。 

 
 

        

「
短
期
雇
用
体
験
」
の
実
施
に
向
け
て

は
、
担
当
区
域
内
の
関
係
機
関
と
連
携
し

て
、
三
名
体
制
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

          

「
障
害
者
が
地
域
の
一
員
と
し
て
共

に
暮
ら
し
、
共
に
働
く
」
こ
と
を
当
た
り

前
に
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
事
業
主
に
は
、

法
定
雇
用
率
以
上
の
割
合
で
障
害
者
を

雇
用
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。 

 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
法
定
雇

用
率
の
算
定
基
礎
の
対
象
に
、
新
た
に
精

神
障
害
者
が
加
わ
り
、
法
定
雇
用
率
は
、

二
．
二
％
に
変
わ
り
ま
す
。 

民
間
企
業
の
法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
は
以
下
の
通
り
に
な
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

あ
わ
せ
て
精
神
障
害
者
の
職
場
定
着 

を
促
進
す
る
た
め
、
法
定
雇
用
率
制
度 

や
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
お
い
て 

精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
＊ 

に
関
す
る
算
定
方
法
が
、
次
の
よ
う
に 

な
り
ま
す
。 

 

＊短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が
20時間以上 30時間未満の方です。 

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー
を

左
記
の
予
定
で
、
開
催
い
た
し
ま
す
。 

日
時 

平
成
三
十
年
六
月
十
三
日
（
水
） 

 
 

 
 

 

十
三
時
三
十
分
～ 

会
場 

ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
棟
四
階 

市
民
ホ
ー
ル
四
〇
三
～
四
〇
四 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
月
上
旬
に
当

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
い
た
し
ま
す
。 

変
わ
り
ま
す
。 

企業全体の労働者数 × 法定雇用率（2.2％） 
（常用労働者数＋短時間労働者数×0.5） ×  2.2％ 

障害者雇用開拓・チャレンジ体験スタッフ 

●精神障害者である短時間労働者＊で、 
・雇い入れから３年以内の方 または、精神障害者保健福祉手帳取得から３年以内の方  
・平成 35 年３月３１日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方 

雇用率算定方法 
 

（対象者 1人につき）     ０．５ →  １ 
●下記の条件を満たしていても対象にならない場合もあります。 

詳細はハローワークにお尋ねください。 

精神障害者就業促進スタッフ 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら 

♬
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
♪ 

 

埼
玉
県
障
害
者
雇
用
総
合
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

http:/
/
w

w
w

.k
o
y
ou

-support.jp 

 

セ
ミ
ナ
ー
、
研
修
会
、
研
究
会
等

の
ご
案
内
の
他
、
障
害
者
雇
用
企
業

の
支
援
事
例
を
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。 支

援
事
例
は
本
年
三
月
末
現
在
、

九
十
五
社
に
な
り
ま
し
た
。 

法
定
雇
用
率
が
、 

第
一
回 

 セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内 

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト 


